
お近くのハローワークで閲覧できるほか、インターネットの教育訓練給付制度 厚生労働大臣教育訓練講
座検索システム（http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_K_kouza）でもご覧になれます。
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◆　また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者だった期
間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が10年以上とならないと、新たな資
格が得られないことになります。また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行う
ことはできません。
◆　上記要件に加え、平成26年10月1日以降、教育訓練給付金を受給した場合は、前回の教育訓練給付金受
給日から今回受講開始日前までに10年以上経過していることが必要です。
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